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新型コロナウイルス感染症対策・今後の対応 

 

１ 相談体制の拡充 

 〇 「帰国者・接触者電話相談センター（※）」の新規開設 

  ・疑い例を「帰国者・接触者外来」に確実につなげるため、「帰国者・接触者電話

相談センター」を新たに開設 

   ※ 都及び保健所設置自治体（特別区、八王子市、町田市）で共同運営 

   ※ 今週末を目途に開設 

 

２ 医療体制の整備 

 〇 「帰国者・接触者外来（※）」の新規開設 

  ・疑い例の診療を担う「帰国者・接触者外来」を二次医療圏に１か所以上確保 

   ※ 感染症診療協力医療機関（非公表）に開設 

   ※ 今週末を目途に開設 

 

３ 検査体制の強化 

 〇 健康安全研究センターの新型コロナウイルス検査枠を拡大 

・１日あたり現行の１０件から最大３０件に拡大 

 

４ 都民への情報提供の充実 

 〇 新設・拡充する相談体制の周知 

 ○ ホームページによる情報提供の充実 

・予防策や、発生時の家庭や職場での対応などを、最新の知見に基づき提供 

・相談窓口の相談対応の蓄積を生かし、Q&Aを充実 

 

５ 関係機関の対応力向上 

 〇 医療機関への支援 

  ・医療機関専用ホームページで、各種通知や知見を随時提供 

  ・「帰国者・接触者外来」設置医療機関や感染症指定医療機関等に、防護服を提供 

 ○ 保健所への支援 

  ・保健所の積極的疫学調査の円滑な実施のため、必要に応じて、技術的支援、防

護服を提供 


